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発電所の運転･建設および廃止措置状況の概要 
（令和５年７月 28 日～10 月 17 日） 

 
令和５年10月17日 

福井県防災安全部 

原子力安全対策課 

１．運転･建設状況の概要                             [添付－１] 

今期間の運転状況は、計画外の原子炉停止や出力抑制はなかった。現在、県内発電所３基が定期検査

を実施している。 

（１）定期検査を実施中の発電所 

・敦賀発電所２号機：第 18 回定期検査 （平成 23 年８月 29 日 ～） 

・大飯発電所４号機：第 19 回定期検査 （令和５年８月 31 日 ～） 

・高浜発電所３号機：第 26 回定期検査 （令和５年９月 18 日 ～） 

 

（２）今期間に定期検査を終了した発電所 

 ・高浜発電所１号機：第 27 回定期検査 （平成 23 年１月 10 日 ～ 令和５年８月 28 日） 

 ・高浜発電所２号機：第 27 回定期検査 （平成 23 年 11 月 25 日 ～ 令和５年 10 月 16 日） 

２．廃止措置状況の概要 

・美浜発電所１、２号機 

タービン建屋内等の２次系設備、原子炉補助建屋内等の原子炉周辺設備の解体撤去作業を実施中 

・大飯発電所１、２号機 

第２回定期事業者検査を実施中（１号機 令和４年７月６日～） 

タービン建屋内等の２次系設備の解体撤去作業を実施中 

・高速増殖原型炉もんじゅ 

第３回定期事業者検査を実施中（令和４年 12 月 13 日～） 

原子炉および炉外燃料貯蔵槽内のしゃへい体等の取出し作業を実施中 

水・蒸気系等発電設備の解体撤去作業を実施中 

・新型転換炉原型炉ふげん 

原子炉建屋内および原子炉補助建屋内の機器等の解体撤去作業を実施中 
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３．特記事項 

（１）発電用原子炉施設に係る新規制基準への対応等について 

日本原電および関西電力は、平成 25 年７月の新規制基準施行以降、原子力規制委員会に対し、県内

の原子力発電所８基＊１の基準適合性に係る申請＊２を行い、これまで敦賀発電所２号機を除く７基の審

査が終了している。 
＊１：敦賀発電所２号機、美浜発電所３号機、大飯発電所３、４号機、高浜発電所１～４号機 
＊２：原子炉設置変更許可（設備や体制等の基本設計・方針等の審査）、工事計画認可（原子炉施設の詳細設計の審査）、 

保安規定変更認可（運転管理、手順、体制等の審査） 

 

（敦賀発電所２号機の審査状況について）                

日本原電は、令和５年４月 18 日に原子力規制委員会から原子炉設置変更許可申請のうち、敷

地内のＫ断層の活動性及び原子炉直下を通過する破砕帯との連続性に関係する部分を８月 31日

までに補正するよう指導を受けたことから、８月 31 日、当該部分について品質を確保するとと

もに新たな方法による評価を反映した補正書を提出した。 

（経緯） 

令和２年 ２月 原子力規制庁は、破砕帯に係る審査の過程において、審査資料の中でボーリング柱状図の記載

が説明なく削除・変更されていることを確認 

令和２年 10 月 審査会合において、日本原電が原因分析を進めていく方針等を示したことを受け、原子力規制

庁は、原子力規制検査の中で、それらの妥当性を確認することとし、立入等を実施 

（審査会合２回、日本原電本店での検査６回） 

令和３年 ７月 原子力規制庁は原子力規制委員に対し、原因調査分析状況の確認結果等、経過を報告 

令和３年 ８月 原子力規制委員会は「①調査データのトレーサビリティが確保されること、および、②複数の

調査手法により評価結果が審査資料に示される場合はその判断根拠が明確にされること」の２

点が、資料作成プロセスとして構築されているかについて優先的に検査を進めることとし、そ

れらが確認されるまでの間は審査会合を実施しないことを決定 

令和４年 10 月 原子力規制委員会は、原子力規制庁から報告された日本原電の改善処置を確認した原子力規制

検査の結果を踏まえ、審査会合を再開することを決定 

令和５年 ３月 日本原電は、再開された審査会合に対応しながら審査資料の作成を進めていたところ、新たな

誤り（薄片試料の作製位置の誤り等）を８件確認したことから、審査会合においてそれらの概

要と今後の対応について説明 

令和５年 ４月 原子力規制庁は、審査資料の誤りを巡る経緯を踏まえ、今後の審査を進めるためには設置変更

許可申請書として申請内容を適正化させる必要があること等を原子力規制委員会に報告。規制

委員会は、日本原電の社長と意見交換を行ったうえで８月 31 日までに設置変更許可申請の一部

補正を求めることを決定し、指導文書を発出 

（２）特定重大事故等対処施設の運用開始等について                （資料 3-1 p.48） 
関西電力は、令和５年８月 31 日に高浜発電所２号機の特定重大事故等対処施設の運用を開始し

た。 

 

（３）高浜発電所３号機の原子力規制検査における対応区分の変更について   （資料 3-1 p.50） 

原子力規制庁は、令和５年８月上旬、実用発電用原子炉設置者から令和５年度第１四半期の安全

実績指標＊の報告を受けた。そのうち、高浜発電所３号機について、過去４四半期（令和４年度第

２四半期から令和５年度第１四半期）中に、重大事故等対処設備の運転上の制限の逸脱件数が合計

４件となったことから、同件数に係る安全実績指標の値が「白」と分類された。 

これを受け、令和５年８月 23 日、原子力規制委員会は規制検査の対応区分を変更し、追加検査

を行うことを決定するとともに、11 月 30 日までに改善措置活動の計画などについて報告するよう

求めた。 
＊：安全活動に係る実績を示す指標 

 

（４）新型転換炉原型炉ふげんの原子炉設置変更許可申請について           （資料 3-1 p.65） 

日本原子力研究開発機構は、令和５年７月 28 日、仏国での使用済燃料の再処理により回収され

る核燃料物質および放射性廃棄物の取扱いについて明確化するため、原子力規制委員会に対し、「使

用済燃料の処分の方法」の記載内容を変更する原子炉設置変更許可申請を行った。 
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（５）関西電力の使用済燃料対策について                          [添付―２] 

県は、令和５年 10 月 10 日、資源エネルギー庁の山田統括調整官と関西電力の水田原子力事業本

部長から、６月に説明を受けた使用済ＭＯＸ燃料の再処理実証研究に伴う搬出を含めた使用済燃料

対策について再度説明を受けた。関西電力からは、使用済燃料対策推進計画を補完する指針として

使用済燃料対策ロードマップが示され、六ヶ所再処理工場の早期竣工、年間の全体処理量が決めら

れている中での必要量の搬出、使用済ＭＯＸ燃料の再処理実証研究に伴う仏国への搬出および搬出

量の積み増しの検討、中間貯蔵施設の２０３０年頃の操業開始など、あらゆる取組みを実施して、

使用済燃料の搬出容量を確保し、発電所が継続して運転できる環境を整備する等の説明を受けた。 

あわせて、ロードマップを確実に履行する担保として、今後、原則として使用済燃料の貯蔵容量

は増加させない方針が示された。 

また、使用済燃料搬出時の作業をより円滑に実施でき、電源を使用せず安全性の高い方式で保管

できるよう、発電所構内に乾式貯蔵施設の設置を検討することとし、乾式貯蔵により空いた貯蔵プ

ールのスペースは原則使わないこと等について説明があった。 

さらに、資源エネルギー庁からは、六ヶ所再処理工場の竣工目標実現に向け、産業大での更なる

人材確保など政府全体として強く指導し、事業者と一体となって政府の総力をあげて取り組むこと、

関西電力のロードマップや事業者全体の使用済燃料対策が確実に進むよう、エネルギー政策に責任

を持つ国として総力をあげて指導することなどが示された。 

同日、県議会は全員協議会を開催し、関西電力の使用済燃料対策について国と事業者、理事者と

質疑を行った上で、臨時会において「核燃料サイクルの確実な実現を求める意見書」を可決した。 

 

10 月 13 日、知事は関西電力の森社長と面談し、ロードマップに基づく取組みを社長自らが先頭

に立って実施し、必要な使用済燃料の搬出容量をしっかり確保する等の説明を受けた。 

同日、知事は西村経済産業大臣と面談し、大臣が参加する使用済燃料対策推進協議会において、

事業者間での連携も含め、ロードマップ実現に向けた取組み状況を管理するなど、エネルギー政策

に責任を持つ国として、前面に立って主体的に取り組むこと等が示された。 

また、西村大臣、森社長からは、共創会議・嶺南Ｅコースト計画のほか、避難道路などの安全確

保につながる取組みや地域振興等の新たな取組みなど、県・立地自治体の要望を十分聞きながら、

立地地域の振興や課題解決に向けた取組みを進めるとの方針が示された。さらに、大臣からは、今

後、国がエネルギー政策を検討する上で、大臣と知事が密接に話し合う場を作っていきたいとの提

案を受けた。 

 

これらを踏まえ、知事は、一つ一つの取組みについては必ずしも十分ではない部分もあるが、全

体としては、一定の前進があったものと評価するとし、県議会や立地市町の意見や評価を踏まえ、

総合的な観点から、令和６年以降の美浜３号機、高浜１，２号機の運転継続について理解を示した。 

 

（６）文部科学省の令和６年度予算概算要求について 

県は、令和５年８月 30 日、文部科学省の林大臣官房審議官から、「もんじゅ」、「ふげん」に

関する令和６年度概算要求について説明を受けた。林審議官からは、計画的に廃止措置を実施する

ための経費を計上したこと等について説明があった。また、「もんじゅ」のナトリウムを英国に搬

出するための契約締結や使用済燃料の性質を確認する試験の実施、「ふげん」の原子炉本体解体時

の新たな工法に必要となる溶接技術の試験の開始等について説明があった。 

これに対し県は、「もんじゅ」の来年度の廃止措置作業について、十分な予算を確保し安全を最

優先に着実に進めることや、「ふげん」の仏国への使用済燃料の搬出について、早期に確実な搬出

計画を示すこと等を求めた。 

 

４．安全協定に基づく異常事象の報告 

今期間、安全協定に基づき報告された異常事象は１件あった。周辺環境への放射能の影響はなかった。 
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(a)今期間、安全協定に基づき報告された異常事象（１件） 

件 

番 
発電所名 件    名 

国への 

報告区分  

① 高浜３号機 

 

 

発生 

(R 5.10.17) 

 

[添付―３] 

蒸気発生器伝熱管の損傷について 

 

・ 第 26 回定期検査において、３台（Ａ、Ｂ、Ｃ）ある蒸気発生器

（ＳＧ）の伝熱管全数※１について渦流探傷検査を実施した結果、

Ａ－ＳＧの伝熱管１本の、高温側第２管支持板部付近に外面（２

次側）からの減肉とみられる有意な信号指示が認められた。ま

た、Ｃ－ＳＧの伝熱管１本の、高温側管板部上部に内面（１次側）

からの割れとみられる有意な信号指示が認められた。 

・ 外面減肉については、スケール※２による摩耗減肉と推定してお

り、ＳＧ内のスケールの形状や性状の調査等を実施予定である。 

・ また、内面割れについては、応力腐食割れによるものと推定して

おり、運転履歴の調査等を予定している。 

・ 本件による環境への放射能の影響はない。 

 

※１：既施栓管を除き、Ａ－ＳＧで 3,269 本、Ｂ－ＳＧで 3,246 本、Ｃ－ＳＧで

3,261 本、合計 9,776 本。 

※２ ２次冷却水に含まれる鉄の微粒子が、ＳＧ内に流れ集まって伝熱管に付着し

たもの。 

法律 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪添付資料≫ 

１．原子力発電所の運転および廃止措置状況                    (p.添付 1-1) 

２．使用済燃料対策ロードマップ                         (p.添付 2-1) 

３．高浜３号機 蒸気発生器伝熱管の損傷       （p.添付 3-1） 
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 添付－１  

原子力発電所の運転および廃止措置状況 

原子力安全対策課 

令和 5 年 10 月 17 日現在 

１．運転中のプラント（設備容量 ８基 計 773.8 万 kW） 

        項 目 

発電所名 
現状 

利用率・稼働率（％） 発電電力量（億 kWh） 

令和５年度 運開後累計 令和５年度 運開後累計 

日本原子力発電㈱ 

敦 賀 発 電 所 
２号機 

定期検査中 
(H23.8.29～未定) 

０．０ ５１．６ 
０．０ １，９２２．９   

０．０ ５１．７ 

関 西 電 力 ㈱ 

美 浜 発 電 所 
３号機 

運転中 
起動：R4. 8.30、並列：R4. 9.1  

営業運転再開：R4.9.26  

１０４．４ ５５．６ 
３７．８ １，８８５．１   

１００．０ ５６．０ 

関 西 電 力 ㈱ 

大 飯 発 電 所 

３号機 
運転中 

起動：R4. 12.16、並列：R4. 12.18  

営業運転再開：R5.1.12  

１０２．４ ６６．２ 
５３．０ ２，１７６．８   

１００．０ ６５．９ 

４号機 
定期検査中 

(R5.8.31～R5.11 下旬予定) 

８５．６ ７０．７ 
４４．３ ２，２４１．６   

８３．５ ７０．１ 

関 西 電 力 ㈱ 

高 浜 発 電 所 

１号機 
運転中 

起動：R5.7.28、並列：R5.8.2   

営業運転再開：R5.8.28  

３２．９ ５２．３ 
１１．９ １，８５０．６   

３３．０ ５２．７ 

２号機 
運転中 

起動：R5.9.15、並列：R5.9.20   

営業運転再開：R5.10.16  

５．１ ５２．５ 
１．８ １，８２１．１   

５．９ ５２．９ 

３号機 
定期検査中 

(R5.9.18～R6.1 上旬予定) 

９７．２ ７０．８ 
３７．１ ２，０８９．０   

９３．１ ６９．７ 

４号機 
運転中 

起動：2023.3.24 
発電再開：2023.3.25 

１０４．９ ７０．５ 
４０．０ ２，０５９．６   

１００．０ ６９．５ 

 合 計 
６６．６ ６０．７ 

２２６．２ １６，０４７．０   

６４．４ ６０．１ 

 
 

（注１）利用率・稼働率・電力量は令和５年９月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て 

 

 

 
 
 

 

  

（上段）設備利用率＝            ×100（％） 
発電電力量 

 
認可出力×暦時間 

発電時間 
 

暦時間 
（下段）時間稼働率＝            ×100（％） 
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２．各発電所の特記事項（令和５年７月 28日～10 月 17 日） 

（１）運転中のプラント 

発電所名 状況 

美浜３号機 

運転中（R4. 9.26 ～ ） 

・原子炉起動（R4. 8.30 13:00）、並列（R4. 9. 1 20:20）、営業運転開始（R4.9.26 14:30）

・次回定期検査の予定（R5.10 下旬） 

大飯３号機 

運転中（R5. 1.12 ～ ） 

・原子炉起動（R4.12.16 21:00）、並列（R4.12.18 19:10）、営業運転開始（R5. 1.12 15:30） 

 ・次回定期検査の予定（R6. 2 中旬） 

高浜１号機 

運転中（R5. 8.28 ～ ） 

・原子炉起動（R5. 7.28 15:00）、並列（R5. 8. 2 15:00）、営業運転開始（R5. 8.28 18:00） 

・次回定期検査の予定（R6. 4 中旬） 

高浜２号機 

運転中（R5.10.16 ～ ） 

・原子炉起動（R5. 9.15 15:00）、並列（R5. 9.20 15:00）、営業運転開始（R5.10.16 16:30） 

・次回定期検査の予定（R6. 9 上旬） 

特定重大事故等対処施設運用開始（R5. 8.31）[設置期限 R3. 6. 9] 

高浜４号機 

運転中（R5. 3.25 ～ ） 

・原子炉停止（R5. 1.30 15:21）「ＰＲ中性子束急減トリップ」警報により自動停止 

  発電停止 （R5. 1.30 15:22） 

・原子炉起動（R5. 3.24 16:30）、発電再開（R5. 3.25 17:01） 

・次回定期検査の予定（R5.12 中旬）  

（２）停止中のプラント 

発電所名 状況 

敦賀２号機 

第 18回定期検査中（H23. 8.29 ～ 未定） 

・発電停止（H23. 5. 7 17:00）、原子炉停止（H23. 5. 7 20:00） 

安全性向上対策工事（完了時期未定） 

大飯４号機 
第 19回定期検査中（R5. 8.31 ～ R5.11 下旬予定） 

・発電停止（R5. 8.31 20:00）、原子炉停止（R5. 8.31 23:01） 

高浜３号機 
第 26回定期検査中（R5. 9.18 ～ R6. 1 上旬予定） 

・発電停止（R5. 9.18 11:00）、原子炉停止（R5. 9.18 13:32） 
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（３）廃止措置中のプラント 

発電所名 状況 

敦賀１号機 
廃止措置中（H29. 4.19 ～ ） 

第５回定期事業者検査（R4.11. 7 ～ R5. 8. 4） 

美浜１号機 

美浜２号機 

廃止措置中（H29. 4.19 ～ ） 

・２次系設備の解体撤去作業中（１号 H30. 4. 2 ～ 、２号 H30. 3.12 ～ ） 

・原子炉周辺設備の解体撤去作業中（R4.10.24 ～ ） 

大飯１号機 

大飯２号機 

廃止措置中（R 元.12.11 ～ ） 

・残存放射能調査作業中（１号機 R4. 8. 1 ～ R5. 7.28、２号機 R4. 7.15 ～ R5. 7.28） 

・２次系設備の解体撤去作業中（R2. 4. 1 ～ ） 

第２回定期事業者検査※（１号機 R4. 7. 6 ～ 未定） 

※放射性廃棄物の廃棄設備である廃樹脂処理装置の検査の中で取替えることとした部品

の製造が 11 月完了予定であり、その後、取替えを行う。 

もんじゅ 

廃止措置中（H30. 3.28 ～ ） 

・原子炉および炉外燃料貯蔵槽内のしゃへい体等の取出し作業を実施中（R5.6.2～） 
・水･蒸気系等発電設備の解体撤去作業中（R5. 7. 3 ～ ） 

第３回定期事業者検査中（R4.12.13 ～ R5.10 下旬予定） 

ふげん 

廃止措置中（H20. 2.12 ～ ） 

・原子炉補助建屋内機器等の解体撤去作業中（R4.10.31 ～ ） 

・原子炉建屋内機器等の解体撤去作業中（R4.12.26 ～ ） 

 

３．原子力規制委員会への申請状況（令和 5年 10 月 17 日時点） 

（１）新規制基準適合性に係る申請を行ったプラント 
発電所 申請 申請日 補正書提出日 許認可日 

敦賀 ２号機 

原子炉設置変更許可 H27.11. 5 R 5. 8.31 ― 

工事計画認可 ― ― ― 

保安規定変更認可 H27.11. 5 ― ― 

美浜 ３号機 

原子炉設置変更許可 H27. 3.17 H28. 5.31,H28. 6.23 H28.10. 5 

工事計画認可 H27.11.26 
H28. 2.29,H28. 5.31 
H28. 8.26,H28.10. 7 

H28.10.26 

保安規定変更認可 H27. 3.17 R 元. 7.31 R 2. 2.27 

大飯 ３、４号機 

原子炉設置変更許可 H25. 7. 8 
H28. 5.18,H28.11.18 
H29. 2. 3,H29. 4.24 

H29. 5.24 

工事計画認可 
H25. 7. 8 
H25. 8. 5＊１ 

H28.12. 1,H29. 4.26 
H29. 6.26,H29. 7.18 
H29. 8.15 

H29. 8.25 

保安規定変更認可 H25. 7. 8 H28.12. 1,H29. 8.25 H29. 9. 1 

高浜  

１、２号機 

原子炉設置変更許可 H27. 3.17 
H28. 1.22,H28. 2.10 
H28. 4.12 

H28. 4.20 

工事計画認可 H27. 7. 3 
H27.11.16,H28. 1.22 
H28. 2.29,H28. 4.27 
H28. 5.27 

H28. 6.10 

保安規定変更認可 R 元. 7.31 ― R 3. 2.15 

３、４号機 

原子炉設置変更許可 H25. 7. 8 
H26.10.31,H26.12. 1 
H27. 1.28 

H27. 2.12 

工事計画認可 
３号機 

H25. 7. 8 
H25. 8. 5＊２ 

H27. 2. 2,H27. 4.15 
H27. 7.16,H27. 7.28 

H27. 8. 4 

４号機 
H25. 7. 8 
H25. 8. 5＊２ 

H27. 2. 2,H27. 4.15 
H27. 9.29 

H27.10. 9 

保安規定変更認可 H25. 7. 8 H27. 6.19,H27. 9.29 H27.10. 9 

１～４号機 
原子炉設置変更許可＊３ R 元. 9.26 R 2. 8.20 R 2.12. 2 

工事計画認可＊３ R 2.10.16 ― R 3. 2. 8 

＊１：H28.12.1 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた 

＊２：H27. 2.2 の補正書に H25.8.5 の申請内容を含めたため、H25.8.5 の申請を取り下げた 

＊３：津波警報が発表されない可能性のある津波への対応に係るもの 
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特定重大事故等対処施設の設置＊１  
発電所 申請 申請日 補正書提出日 許認可日 設置期限日 

美浜 ３号機 

原子炉設置変更許可 H30. 4.20 R 2. 4. 1,R 2. 5.22 R 2. 7. 8 
運 用 開 始 

R 4. 7.28 
工事計画認可 R 2. 7.10 R 3. 3.24,R 3. 3.31 R 3. 4. 6 

保安規定変更認可 R 3. 9.17 R 4. 2.24,R 4. 3.24 R 4. 3.25 

大飯 ３、４号機 

原子炉設置変更許可 H31. 3. 8 R 元.12.26,R 2. 2. 5 R 2. 2.26 ３号運用開始 

R 4.12. 8 

４号運用開始 

R 4. 8.10 

工事計画認可＊２ R 2. 3. 6 R 2. 4.14,R 2.12.14 R 2.12.22 

R 2. 8.26 R 3. 4.30,R 3. 8.13 R 3. 8.24 

保安規定変更認可 R 3. 9.17 R 4. 2.24 R 4. 3.24 

高浜 

１、２号機 

原子炉設置変更許可 H28.12.22 H29. 4.26,H29.12.15 H30. 3. 7 

１号運用開始 

R 5. 7.14 

２号運用開始 

R 5. 8.31 

工事計画認可＊２ 

H30. 3. 8 
H30.10. 5,H31. 2.19,H31. 3.20 

H31. 4. 9,H31. 4.19 
H31. 4.25 

H30.11.16 R 元. 5.31,R 元. 8. 2,R 元. 8.21 R 元. 9.13 

H31. 3.15 R 元. 8. 2,R 元. 9.27 R 元.10.24 

R 元. 5.31 R 元.12.25,R 2. 2.13 R 2. 2.20 

保安規定変更認可 R 4. 5.23 R 4.12. 2 R 5. 1.13 

３、４号機 

原子炉設置変更許可 H26.12.25 H28. 6. 3,H28. 7.12 H28. 9.21 ３号運用開始 

R 2.12.11 

 

４号運用開始 

R 3. 3.25 

工事計画認可 H29. 4.26 
H30.12.21,H31. 4.26,R 元. 7.17 

R 元. 7.30 
R 元. 8. 7 

保安規定変更認可 R 2. 4.17 R 2. 9. 8,R 2. 9.17,R 2. 9.28 R 2.10. 7 

＊１：原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突やその他のテロリズム等により、原子炉を冷却する機能が喪失し、炉心が著しく 

損傷した場合に備えて、格納容器の破損を防止するための機能を有する施設 

本体施設の工事計画認可から５年間の経過措置期間（法定猶予期間）までに設置することが要求されている 

＊２：複数回に分割して申請 

□：前回の協議会（令和５年７月 27 日）以降に変更のあったもの 

（２）運転期間の延長に係る申請を行ったプラント 
発電所 申請 申請日 補正書提出日 認可日 

美浜 ３号機 
運転期間延長認可（運転期間 60 年）＊ H27.11.26 

H28. 3.10,H28. 5.31 
H28. 8.26,H28.10.28 

H28.11.16 

保安規定変更認可（高経年化技術評価など） H27.11.26 
H28. 3.10,H28. 5.31 
H28. 8.26,H28.10.28 

H28.11.16 

高浜 

１、２号機 

運転期間延長認可（運転期間 60 年）＊ H27. 4.30 
H27. 7. 3,H27.11.16 
H28. 2.29,H28. 4.27 
H28. 6.13 

H28. 6.20 

保安規定変更認可（高経年化技術評価など） H27. 4.30 
H27. 7. 3,H27.11.16 
H28. 2.29,H28. 4.27 
H28. 6.13 

H28. 6.20 

３、４号機 
運転期間延長認可（運転期間 60 年）＊ R 5. 4.25 ― ― 

保安規定変更認可（高経年化技術評価など） R 5. 4.25 ― ― 

＊：原子炉等規制法において、運転期間は 40 年とされているが、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けることで、１回に 

限り 20 年を上限として延長が可能とされている。 

４．燃料輸送実績（令和５年７月 28 日～10 月 17 日） 

＜新燃料輸送＞ 

なし 

＜使用済燃料輸送＞ 

なし 

５．低レベル放射性廃棄物輸送実績（令和５年７月 28 日～10 月 17 日）  

   

発電所名 概 要 

高浜発電所 

青森県の日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センターに、充填固化

体 1,520 本（輸送容器 190 個）を搬出 

（R5. 9.11 発電所出港） 
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件番 ① 

発電所名 高浜発電所３号機 

発生事象名 蒸気発生器伝熱管の損傷 

発生年月日 令和５年１０月１７日（異常事象に該当すると判断した日） 

終結年月日  

発生時プラント状況 第 26 回定期検査中 

系統設備名  ― 

国への報告区分  法律 

尺度区分 
基準１ 基準２ 基準３ 評価レベル 

― ― ― 評価中 
事象概要  

 第 26 回定期検査において、３台（Ａ、Ｂ、Ｃ）ある蒸気発生器（ＳＧ）の伝熱管全数に

ついて渦流探傷検査を実施した結果、Ａ－ＳＧの伝熱管１本の、高温側第２管支持板部付近

に外面（２次側）からの減肉とみられる有意な信号指示が認められた。また、Ｃ－ＳＧの伝

熱管１本の、高温側管板部上部に内面（１次側）からの割れとみられる有意な信号指示が認

められた。 

 なお、本件による環境への放射能の影響はない。 

 

原因  

伝熱管の外面減肉については、平成 30 年以降、高浜発電所３号機および４号機の定期検

査においても同様の事例が発生しており、原因はスケールによる摩耗減肉と推定。今回も外

面からの信号指示が認められたことから、ＳＧ内外の系統の調査や小型カメラによる損傷箇

所の調査に加え、ＳＧ内のスケールの形状や性状の調査等を実施する予定。 
伝熱管の内面割れについては、これまでも類似箇所に同様の事例が発生しており、原因は

応力腐食割れによるものと推定している。このため、過去の調査結果や運転履歴の調査等の

実施を予定。 
 

対策  

有意な信号指示が認められた伝熱管２本については、閉止栓を施工する。 
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高浜発電所３号機の定期検査状況について

（蒸気発生器伝熱管の渦流探傷検査（ＥＣＴ）結果）

A-蒸気発生器
（3,382本）

B-蒸気発生器
（3,382本）

C-蒸気発生器
（3,382本）

合計
(10,146本）

既施栓本数
（応力腐食割れによる施栓本数）
（外面減肉による施栓本数）

１１３
（８）
（３）

１３６
（１０）
（２）

１２１
（７）
（１）

３７０
（２５）
（６）

検査対象本数 ３，２６９ ３，２４６ ３，２６１ ９，７７６

指示管本数 １ ０ １ ２

結 果

Ａ－蒸気発生器で１本、Ｃ－蒸気発生器で１本について、有意な
信号指示が認められた。

Ａ－蒸気発生器の１本は、高温側第２管支持板部付近に外面
（２次側）からの減肉とみられる有意な信号指示で、Ｃ－蒸気発生器
の１本は、高温側管板部に内面（１次側）からの割れとみられる有意
な信号指示であった。
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系統概要図

原子炉格納容器

蒸気タービンへ

２次冷却水

加圧器

１次冷却材
ポンプ

原子炉容器

Ａ・Ｂ・Ｃ-
蒸気発生器

発生箇所

高浜発電所３号機のＥＣＴ信号指示管位置図

蒸気発生器の概要図

１次冷却材入口

（高温側）

約２１ｍ

内面信号指示本数

＜管板部＞
Ｃ－ＳＧ：１本

蒸気出口

湿分分離器

気水分離器

給水入口

伝熱管

管板

水室

１次冷却材出口
（低温側）

仕切板

第１管支持板

第２管支持板

第３管支持板

第４管支持板

第５管支持板

第６管支持板

第７管支持板

外面信号指示本数

＜第２管支持板＞
Ａ－ＳＧ：１本

第２管支持板
信号指示箇所拡大断面図

約29ｍｍ

約33ｍｍ

伝熱管

管支持板

伝熱管の拡大平面図

約6.3mm

約11.5mm

すき間
約0.2mm

伝熱管（厚さ 約1.3mm）

管支持板の貫通穴
（２次冷却水）

１次冷却水

Ａ－蒸気発生器（高温側）上部より見た

伝熱管位置を示す図
X方向

９４

１

Y方向1

：今回外面減肉指示が認められた位置 （ １本）

：既施栓管（外面減肉） （ ３本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ） （ ８本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ以外） （１０２本）

46

＜第２管支持板＞

有意な信号
指示管
（X４６-Y７）
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管板
約550ｍｍ

伝熱管

管板部拡大図

信号指示箇所＊

管板部

×

＊従来から応力腐食割れが確認されている部位
伝熱管
外径 ： 約２２．２ｍｍ
厚さ ： 約１．３ｍｍ
材質 ： インコネルTT６００（特殊熱処理）

高温側管板部
仕切板

伝熱管

(高温側)
伝熱管

(低温側)

１次冷却材入口
（高温側）

１次冷却材出口
（低温側）

２
次
冷
却
水

蒸気発生器下部の断面図

：今回内面に指示が認められた位置 （ １本）

：既施栓管（外面減肉） （ １本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ） （ ７本）

：既施栓管（拡管部応力腐食割れ以外） （１１３本）

Ｃ－蒸気発生器（高温側）上部より見た

伝熱管位置を示す図

Y方向1 46

X方向

1

94

＜管板＞

有意な信号
指示管
（X７０-Y５）

添付3-4



Ａ－ＳＧ
(3,382本)

Ｂ－ＳＧ
(3,382本)

Ｃ－ＳＧ
(3,382本)

合計
(10,146本)

施栓理由
()内は、実施した対策

使用前 ０ ０ １ １ 製作時の傷

第４回定期検査
(1989.10～1990.1)

７ １２ ４ ２３ 振止め金具部の摩耗減肉

第５回定期検査
(1991.2～5)

１ １ ０ ２
振止め金具部の摩耗減肉
(改良型振止め金具へ取替え)

第９回定期検査
(1996.3～6)

０ １ １ ２ 健全管の抜管調査

第１２回定期検査
(2000.2～4)

１ ３ ０ ４ 管板拡管部応力腐食割れ

第１３回定期検査
(2001.6～8)

５ ７ ５ １７
管板拡管部応力腐食割れ
(ショットピーニング施工)

第１５回定期検査
(2003.12～2004.3)

９４ １１０ １０７ ３１１
旧振止め金具の摩耗減肉検出
(新型のＥＣＴ装置を適用)

第２１回定期検査
(2012.2～2016.2)

０ ０ １ １ 管板拡管部応力腐食割れ

第２２回定期検査
(2016.12～2017.6)

１ ０ ０ １ 管板拡管部応力腐食割れ

第２３回定期検査
(2018.8～2018.11)

１ ０ １ ２
Ｃ：管板拡管部応力腐食割れ
Ａ：微小な減肉信号

第２４回定期検査
(2020.1～2021.3)

０ １ １ ２ 外面からの摩耗減肉

第２５回定期検査
(2022.3～2022.7)

３ １ ０ ４
Ａ1本:管板拡管部応力腐食割れ
Ａ1本・Ｂ:外面からの摩耗減肉
Ａ1本:微小な減肉信号

第２６回定期検査
(2023.9～)

１ ０ １ ２
Ａ：外面からの摩耗減肉
Ｃ：管板拡管部応力腐食割れ

累積施栓本数
［施栓率］

１１４
[３．４％]

１３６
[４．０％]

１２２
[３．６％]

３７２
[３．７％]

高浜発電所３号機の蒸気発生器伝熱管の施栓履歴

○蒸気発生器１台あたりの伝熱管本数：3,382本
○定検回数の下部に記載しているカッコ内の年月は、解列～並列
○安全解析施栓率は１０％
（伝熱管の施栓率が１０％の状態において、プラントの安全性に問題がないことが確認されている）
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